
　

罰則の効果

（現行（15年9月1日より適用））

（改正前）

　

基準の遵守指示

公　表

酒類の表示基準
（告示）

酒類の表示制度のスキーム

免許取消

免許取消

国税審議会の諮問

酒類の表示基準
（告示）

　

対象　：　指示、命令等に違反した者　(個別業者）対象　：　酒類業者全体

罰　金
（10万円以下）

基準の遵守命令

国税審議会の諮問

基準の遵守指示 公　表

罰　金
（10万円以下）

　　違反した場合直ちに罰則が適用

　特に表示の適正化
を図る必要がある
と認められる事項

（省令）

遵守命令

特に表示の適正化を図る
必要があるものとして
財務大臣が定めるもの

平成15年12月19日
国税庁告示第15号

　　　罰則適用の前に、違反を指摘された業者が、
　　具体的に改善を図るための機会を設け、
　　その適正化を図る

重要基準


